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 資料１  

報告事項  

低所得者に対する介護保険料の軽減強化について 

 

１．保険料軽減強化の経緯 

介護保険料は、政令の定める基準に従い、条例で定めることとされており、

本市では、次ページの下段に図示しているように、所得水準に応じ、第５段階

を基準額として、１３段階の保険料段階を設けています。 

本市における第７期介護保険事業計画期間（平成３０年度から令和２年度ま

で）中の保険料基準額は、月額４，６９０円（年額５６，２８０円）となって

おり、この基準額に段階別の負担割合を乗じることで各段階の保険料率を算定

しています。 

今回の保険料軽減強化は、昨年１０月の消費税率改定への対策として、低所

得者の保険料について、令和元年度と令和２年度の２か年にわたり、段階的に

実施するもので、昨年度に実施した第１段階から第３段階までの軽減幅をさら

に拡大するものです。 

 

２．軽減強化の内容 

軽減強化の内容は下表のとおりです。太枠で囲んでいる欄が、令和２年度の

段階別負担割合と保険料率で、軽減額の欄は、第７期介護保険事業計画の初年

度である平成３０年度の保険料率と比較した軽減額を記載しています。 

 

なお、軽減の対象となる被保険者数は、第１段階から第３段階までの合計で

約１５，０００人となっており、軽減を実施することによって減少する保険料

収入については、国が１/２、県と市がそれぞれ１/４ずつを負担して補填する

こととなっています。 

 

３．軽減の実施時期 

６月４日から２６日までの会期で開かれた第３回市議会（定例会）に介護保

険条例の改正案と補正予算案を提出し、原案どおり可決されましたので、７月

１４日に被保険者に送付した「令和２年度介護保険料納入通知書」（当初賦課）

において、保険料の減額を実施しています。 

○軽減実施後の段階別年間保険料 基準額(第5段階、割合1.0)：56,280円
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